
平成 30年度第 3回国立市特別職職員報酬等審議会 会議録（要約） 

 

日  時  平成 31年 1月 15日（火） 午後 7時から午後 7時 40分まで 

場  所  国立市役所 3階 第 4会議室 

出席委員  9名 長沼会長、遠藤委員、木島委員、喜連委員、阪口委員、 

杉田委員、田村委員、半杭委員、三上委員 ※五十音順 

欠席委員  1名 林委員   

事 務 局  3名 雨宮行政管理部長、平職員課長、丸山給与厚生係長 

説 明 員  1名 古沢防災安全課長 

傍  聴  0名 

 

次 第  １．審議 

       １）答申案の確認について 

 

２．その他 

        答申日時について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【会議録】 

１．審議 

 １）答申案の確認について 

   答申案について、丸山係長より説明 

   長沼会長による答申案の説明 

議論 

 

以下、会議録詳細 

【長沼会長】  第 2 回審議会の会議録が送付されたと思いますが、疑問点や

変更点等ありますでしょうか。 

※委員の発言は特になし。 

【長沼会長】  それでは、この内容で事務局にホームページへの掲載をお願

いしたいと思います。事務局よろしくお願いします。 

【丸山係長】  承知しました。 

【長沼会長】  それでは、答申案の内容について、議論に入りたいと思いま

す。まず、事務局より答申案の説明をお願いします。 

※丸山係長より説明。 

【長沼会長】  ありがとうございます。委員の皆様は、答申案について初め

て見たと思います。この答申案は、原案は事務局が作成し、その後、私の方で

字句の訂正や表現の変更を行いました。長くはない文章ですので、言葉遣い等

含めて皆様に確認いただくためにも、私が一度全文を読み上げたいと思います。 

※長沼会長より答申案の全文読み上げ。その後、委員が各自確認。 

【三上委員】  改定報酬額は、羽村市と狛江市の平均額ということだが、従

前報酬額からの引き上げ率はどれくらいか。 

【長沼会長】  引き上げ率についてはどこかに資料としてありましたね。 

【丸山係長】  引き上げ率は、団長が 1.11、副団長が 1.16、分団長が 1.37、

副分団長が 1.94、班長が 1.40、団員が 1.30となっています。 

【三上委員】  ありがとうございます。 

【長沼会長】  12 月 27 日に開催した第 2 回審議会の資料中の消防団員の報

酬改正歴というところに記載されています。 

【半杭委員】  2点ほどよろしいでしょうか。第 1点目ですが、「報酬額が安



価」という表現がありますが、安価という表現は、モノの値段が安いという場

合に使われるので、「低額」という表現に変えたほうがいいと思います。 

 第 2 点目ですが、附帯意見で「団長と団員の報酬額の格差を緩和する」とあ

ります。格差の緩和には、団長の報酬額を引き下げるという方法もありますが、

そうではなくて、団員の報酬額を引き上げることで全体の底上げを図り格差を

緩和するという表現にしたらどうか。 

【長沼会長】  そうですね。安価という表現はあまりよくないですね。定額

という表現にしましょう。また、附帯意見についてですが、格差の緩和につい

ては、団長の報酬を据え置くという表現は記載しなくて、団員の報酬額を引き

上げるという趣旨の文言を盛り込むということにしましょう。 

【喜連委員】  改定報酬額案の根拠として、羽村市と狛江市との活動面積及

び活動範囲の近似性とありますが、活動範囲の近似性とはどういうことでしょ

うか。 

【長沼会長】  活動範囲については、消防団の行為、例えば災害発生時の待

機時間等、業務の中身を意味するものとして範囲という表現にしています。 

【遠藤委員】  活動範囲ではなく、活動状況という表現が適切ですかね。 

【杉田委員】  活動面積は市内の端から端まで全域で活動いているという意

味で、活動状況については先ほどの内容でいいと思います。 

【長沼会長】  では、「活動範囲」は「活動状況」という表現に変えましょ

う。 

【木島委員】  附帯意見の中で、団長の職務として「東京都全体の総会への

出席等、数多くの公務がある」とありますが、これに対しては別途報酬が支払

われていると思います。このことを記載した意味は何でしょうか。 

【長沼会長】  団長については、国立市の中では団員と責任の度合いが違う

こと、市を越えては、東京都全体市での活動があるということで、一般団員と

の違いを示すために記載しています。 

【杉田委員】  報酬だけであったら、団長という職には就けないと思う。災

害発生時には、市役所に災害対策本部ができて市長がトップに立つと思うが、

実務的な面では、団長が率先して責任をもって行動するので、その責任度合い

は大きい。また、会議については、東京都総会以外にも、三多摩や北消連など

様々あり、国立市だけ出席しないということは、実際には難しい。そういう面



でも、団長と団員の差はあると思う。 

【木島委員】  総会への出席というだけではなく、職務の重要性を表現する

文言があったほうがいいと思う。 

【阪口委員】  先ほど「活動範囲」を「活動状況」に変更しましたが、他に

同じ箇所があるので連動して修正してほしい。 

【杉田委員】  ホームページへの掲載タイミングはいつか。 

【丸山係長】  基本的には、次の審議会開催時に委員の皆様に内容を確認し

ていただき、了解を得てから掲載している。 

【杉田委員】  わかりました。 

【長沼会長】  他にはいかがでしょう。表現や言い回しなどの修正意見あり

ますでしょうか。 

※委員より特になし。 

【長沼会長】  それでは、最終的には私と事務局とで最終確認を行い完成さ

せたいと思います。市長への答申は、1月 18日（金）の昼を予定していますが、

委員の皆様もご都合がよろしければご一緒に出席をお願いします。これで、本

日の審議項目は以上となりますが、事務局から何かございますか。 

【平課長】  皆さま、消防団員報酬額の改定に関する諮問に対し、短い期間

の中で答申に向けた活発な議論を賜り誠にありがとうございます。先ほど、会

長からお話がありましたように、最終的な答申書の作成にあたりましては、審

議会での議論を踏まえ、会長と事務局にて進めさせて頂きたいと存じますので

ご理解願います。 

なお、市長への答申にあたりましては、ご都合がよろしければ皆様にもお立

会いいただければと思います。答申日につきましては、市役所にて、1月 18日

（金）の 13 時 30 分から 30 分程度を予定しております。皆さま、お忙しい中、

大変恐縮ではございますが、出席いただける方は、前日までに事務局へご連絡

の上、当日は 13 時 20 分に市役所 2 階の職員までお越しいただければと思いま

すので、よろしくお願い致します。 

この度は、消防団員報酬額の改定諮問に対する答申に向けて、審議会委員皆

さまのお力を賜り誠にありがとうございます。改めて御礼申し上げます。あり

がとうございます。 

【長沼会長】  これを持ちまして、第 3 回の報酬審議会、今年度の審議会を



終了したいと思います。ありがとうございます。 


